
令和３年12月１日以降に入札公告を行うものから適用

①直接工事費 × ７５％

②共通仮設費 × ７５％

③現場管理費 × ７５％

④一般管理費 × ５０％

①～④の合計額 × １．１

改定前 改定後

入札額が失格基準価格を下回ると失格となる基準

※予定価格の７５％を下限値とします。

埼玉県 お 知 ら せ

埼玉県建設工事低入札価格調査制度の改正について

改定後改定前

①直接工事費 × ９０％

②共通仮設費 × ８０％

③現場管理費 × ８０％

④一般管理費 × ３０％

①～④の合計額 × １．１

３ 低入札価格調査について

２ 数値的判断基準について

①直接工事費 × ７５％

②共通仮設費 × ７５％

③現場管理費 × ７５％

④一般管理費 × ５０％

①直接工事費 × ９０％

②共通仮設費 × ８０％

③現場管理費 × ８０％

④一般管理費 × ３０％

入札額が調査基準価格を下回った場合には、低入札価格調査を受けること
なく契約しないことを入札時に申し出ることができます。

入札金額見積内訳書に記載された額がいずれかを下回ると失格となる基準

【お問い合わせ先】 総務部 契約局 入札課 企画・公共調達改革担当

電 話 ０４８－８３０－２７３４・２７２３

※予定価格の７０％を下限値とします。

１ 失格基準価格について


